
；周辺環境との調和を図りつつ、商業・業務施設等を誘導し、土地の高度利用を図る。

；一定規模の店舗・事務所等を許容しつつ、良好な住宅地としての土地利用を図る。
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地区の
区  分

透視可能なフェンス等。（基礎部分を除く。）
宅地地盤面からの高さは、１.８ｍ以下とし、基
礎部分は、１.２ｍ以下とする。

②

理 由    本区域は、関間四丁目区画整理事業施行区域内であり、住宅地にあっては、良好な居住環境の形成に資するものと
し、商業・業務地にあっては、魅力のある商業・業務の利便・増進を図るものである。

建 築 物 の 形 態
又 は 意 匠 の 制 限

備   考

「区域及び地区整備計画は、計画図表示のとおり」

地
 
 
 
 
区
 
 
 
 
整
 
 
 
 
備
 
 
 
 
計
 
 
 
 
画

地区施設の配置及び規模

１３５ ㎡

  ただし、土地区画整理法第１０３条第１項の規定による換地処分又は同法第９８条第１項の規定による
仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
は、この限りでない。

壁 面 の 位 置 の 制 限
  建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ２.０
ｍを超える門若しくはへい（道路側を除く）の面から隣地境
界線までの距離は０.５ｍ以上とする。

  建築物の屋根、外壁、その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つ
ために、刺激的な色彩又は装飾を避け、周辺環境に調和したものとする。

か き 又 は さ く の
構 造 制 限

  若葉駅西口交通広場に
面する部分には、かき又
はさくを設置しないもの
とする。

  道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各
号に掲げるものとする。（ただし、門柱等出入口、
駐車スペースに用いる部分を除く。）

① 生垣。

④ 工場。(ただし、建築基
準法施行令第130条の
6に規定するものを除
く。)⑤ 風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関す
る法律第２条第１項各
号及び同条第６項各号
に規定する営業を営む
施設。

建 築 物 の 敷 地 面 積
の 最 低 限 度

３００ ㎡ １５０ ㎡

① １階部分において、
住宅、共同住宅、寄
宿舎又は下宿の用に
供するもの。（ただ
し、居室の用に供し
ない部分を除く。）

① 倉庫業を営む倉庫。

②

畜舎。

① ホテル、旅館。

区 域 の 整 備 、 開 発
及び保全に関する方針

土 地 利 用 に
関 す る 方 針

  本地区を４地区に区分し、駅周辺地区については、商業・業務地を配置して、安全で快適かつ利便性
の高い商業・業務空間の形成を図り、その他の地区については、住宅地としての土地利用を図る。

商業業務地区

《Ａ・Ｂ地区》

５７８.８４ ｍ

建 築 物 等 の 高 さ の
最 高 限 度

１５ ｍ

ただし、30・31・35街区を除く。
１５ ｍ

幅 員 ６ ｍ歩 専 道
２ 箇所

建築物等の用途の制限

次 に 掲 げ る 建 築 物 は 、建 築 し て は な ら な い 。

面 積

  本地区は、東武東上線若葉駅西口に隣接しており、無秩序な宅地開発を未然に防止し、良好な居住環
境を有した健全な市街地の形成を図るため、市施行による「関間四丁目土地区画整理事業」施行区域と
する。
  本地区計画は、土地区画整理事業による都市基盤施設整備の効果をより高めるために、建築行為等に
対する適切な規制・誘導を行い、駅周辺部においては、土地の高度利用により魅力ある商業・業務地の
形成を図り、その他の地区については、良好な住宅地の形成を図ることを目標とする。

都市計画関間四丁目地区地区計画を次のように決定する。

名 称

位 置

関 間 四 丁 目 地 区 地区 計画

地 区 計 画 の 目 標

（坂戸市告示第４５号   平成１６年３月３０日）

坂 戸 市 関 間 四 丁 目の 一部

約 １６.９ ha

幅 員 １６ ｍ 延 長

延 長８ ｍ

延 長 ３２９.５２ ｍ

幅 員 ３１２.６１ ｍ延 長

２４１.６１ ｍ

坂戸都市計画地区計画の変更（坂戸市決定）

区画 道路

１ 本

延 長

４ 本

１ 本

１ 本

４ 本

２６ 本

１ 本

地 区 の 面 積 約   ２.０ ha 約   １.７ ha

面 積

Ｂ 地 区 Ｃ 地 区

約   ２.０ ha

地 区 の 名 称
Ａ 地 区

５,０９５.００ ㎡公 園

③

② 倉庫業を営む倉庫。 ④

③

（ 商 業 地 域 ） （ 近 隣 商 業 地 域 ）

畜舎。 自動車教習所。

畜舎。

②

③工場。（ただし、建築
基準法施行令第１３０
条の６に規定するもの
を除く。）

工場。（ただし、建
築基準法施行令第１
３０条の６に規定す
るものを除く。）

風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関す
る法律第２条第１項各
号及び同条第６項各号
に規定する営業を営む
施設。

④

約  １１.２ ha

６ ｍ 延 長 ３,１０８.９５ ｍ

１２３.３１ ｍ延 長

Ｄ 地 区

（ 第 １ 種 住 居 地 域） （第１種中高層住居専用地域）

３６９.５１ ｍ

◆地区施設の整備方針
     土地区画整理事業により整備される、交通広場・道路・公園等の都市施設等について、その機能が
   損なわれないよう、その維持・保全を図る。また、駅周辺の商業街区については、魅力的な都市空間
   を形成するため、周辺道路の機能拡充を図る。
◆建築物等の整備方針
     良好な住宅地及び魅力ある商業・業務地の形成を図るため、建築物等の用途、敷地面積の規模、壁
   面の位置、建築物等の高さ及び建築物の形態又は意匠の制限を行うとともに、うるおいのある住環境
   を創出するため、かき又はさくの構造の制限を行い敷地緑化を図る。

住 宅 地 区

《Ｃ・Ｄ地区》

幅 員 ４ ｍ

幅 員 １２ ｍ

幅 員

９ ｍ

幅 員
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